
有料広告掲載に至るまでの主な流れ

広報紙・ホームページ等で広告を募集
します。

広告掲載に関するお問合せや相談、掲載に
向けた打合せなどを行います。

申請書に記入漏れ等がないか確認した
上で申請書を受領。その後、広告掲載
の審査を行います。

申請書、掲載用画像のデータ等(納税用封筒
にあっては見積書も提出)を持参または郵送
してください。

町税等の納付状況の確認や掲載する広
告物が要綱・基準等に違反していない
かの審査を行います。

※北海道オホーツク管内に事業所を有しない
場合は、掲載ができません。（代理人が申込
者の場合は掲載を希望する事業者等を含む）

審査の結果、広告を掲載することが決
まりましたら、広告掲載決定通知書と
広告掲載料の納付書を送付します。

掲載決定通知書と広告掲載料の納付書が届
きましたら、期限までに納付書に記載され
た金融機関で料金の納入をお願いします。

審査の結果、要綱や基準に抵触するな
ど、広告非掲載と判断した場合は、広
告非掲載決定通知書を送付します。

大変申し訳ありませんが、非掲載決定通知
書に記載した理由により広告を掲載するこ
とはできませんので、ご了承願います。

決定通知後、広告掲載の準備を進め、
広告料の納入が確認されたあと、最終
的に広告を掲載します。

なお広告掲載期間中に、新たに要綱・
基準に違反するなど、広告申請者様の
責任による取消事由が判明した場合
は、広告掲載を取消す場合がありま
す。この場合、残りの期間の広告料は
返還しませんので、ご了承願います。

有料広告事業全般に関すること
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掲載の場合

非掲載の場合

お問合せの結果、広告を掲載
していただける場合

広告掲載用データは電子データでお願いしま
す。また広告の媒体によって必要とする電子
データの形式（jpg、gif等）が異なりますの
で、事前に確認願います。
基本的にはいただいたデータに手を加えずそ
のまま掲載しますので、高詳細なものでお願
いします。

広告掲載にあたっては、遠軽町に納め
るべき町税等（町民税、固定資産税
等）の納税状況を確認させていただき
ます。
対象となるのは、遠軽町民または遠軽
町内の事業者となりますが、遠軽町外
の事業者であっても、町内に課税対象
となる支店や営業所等がある場合も対
象となりますので、これに該当する広
告申請者様は申込書内の同意書への同
意もお願いします。
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掲載の場合
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※納税証明書について
・町内事業者～申込書内の同意書への同意

により納税証明書の提出を
省略することができます。

・町外事業者～主たる事業所の所在市町村
の町道民税（法人）、
固定資産税（法人）、
国民健康保険税（個人）

◎代理人が申込者の場合、掲載を希望する事
業者等両方の納税証明書の提出が必要です。


